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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 22 年 1 月 12 日 

担当部・課：地球環境部 

森林・自然環境保全第一課 

１．案件名 

インドネシア国「保全地域における生態系保全のための荒廃地回復能力向上プロジェクト」

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、インドネシアの保全地域1における荒廃地2の回復を促進するために、

林業省森林・自然保護総局（以下、PHKA3とする）を主とするインドネシア側関係者4の能力

向上を図ることを目的とする。具体的には、保全地域の中核である国立公園を対象地域と

し、全国に 50 箇所ある国立公園から 6箇所程度をモデルサイトとして選定5した上で、モデ

ルサイトにおける荒廃地回復事業の実践を通じて、インドネシア側関係者の事業推進の体

制が強化されることを目指す。 

（２） 協力期間 

 2010 年 3 月～2015 年 2 月（5年間） 

（３） 協力総額（日本側） 

 3.8 億円 

（４） 協力相手先機関 

 林業省 森林・自然保護総局（PHKA）および各モデルサイトの国立公園管理事務所 

（５） 国内協力機関 

 林野庁 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

 森林・自然保護総局職員、モデルサイトとなる国立公園の職員、地方政府、地域住民等 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

本プロジェクトの背景であるインドネシアの森林資源の現状、プロジェクト対象地域である

保全地域と国立公園の位置づけ、並びに対処すべき課題と取組み方針について概説する。 

インドネシアは、1億 2300 万 ha という広大な森林面積を有し、ブラジルとコンゴ民主共和国

                                                  
1 インドネシアの森林区分（森林法（1999 年法第 41 号））によると、保全地域（保全林）は、自然保護地域、自

然保全地域、狩猟公園の 3 つに区分され、国立公園は自然保全地域に含まれる。 
2 荒廃地を意味するインドネシア語は Lahan degradasi と称し、その定義は、原生状態から植生が劣化した土地を

意味する。ただし、劣化には様々な段階があるため、Lahan degradasi は劣化状態が様々な段階の土地を指す。一

方で、関連する用語として Lahan Kritis があるが、これは直訳すると「危険地」となり、植生劣化のプロセスが

最終段階まで進行した土地を意味し、多くの場合草地か裸地である。 
3 インドネシア語の略称。PHKA: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Forest Protection and Nature 

Conservation). 
4 ここでいう「関係者」とは、林業省森林・自然保護総局職員だけでなく、各モデルサイトにおいて荒廃地回復事

業に参加する国立公園職員、地方政府職員、地域住民等を指し、モデルサイトごとに異なる。 
5 第二次詳細計画策定調査（2009 年 6 月）の結果、４つの国立公園（①Sembilang、②Gunung Halimun-Salak、③

Gunung Gede Pangrango、④Bromo Tengger Semeru）をモデルサイトとすることで合意し、これらに加えて２つの

国立公園（⑤Manupeu-Tanadaru、⑥Ciremai）に関し、プロジェクト開始後に現地調査を実施してモデルサイトと

しての妥当性を確認する予定。 
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に次いで世界第 3 位の熱帯林面積（世界の約 10％）を有し、この豊かな森林資源は、世界の約

20％に相当する野生動植物の主な生息地6として世界的にも貴重な生物多様性を支えており、近

年では気候変動の観点からも、その保全と回復の重要性が国際的に注目されている。 

他方、木材生産やオイルパームプランテーション等のための森林開発、違法伐採、森林火災、

農業への土地転用等により、毎年約 108 万 ha（2000 年－2005 年）もの森林減少7が続いている。

その結果、荒廃した森林面積（degraded forest area）は 5,900 万 ha8に達し、インドネシアの

全森林面積の 48％が劣化した状態にある。この荒廃した広大な森林を回復していくためには、

優先度の高い地域から先行して取り組んでいく必要がある。従って、生態系保全の要として法

的に指定されている保全地域9は優先的に対処すべき地域であり、中でも保全地域の 60％（約

1,600 万 ha）を占める国立公園において荒廃地回復の取り組みを強化することが喫緊の課題と

なっている。 

国立公園において荒廃地の回復事業を推進するための重要な課題の一つは、国立公園を所管

する PHKA 及び各国立公園の体制をより強化することであり、具体的には、事業実施のために必

要となる「制度」、「技術」、「資金」の 3 つの側面から、この課題を整理できる。制度面では、

荒廃地回復のための関連の政令およびガイドラインが複数存在するものの、現場となる国立公

園にて荒廃地回復事業を実際に行うに当たっては、既存制度の間で齟齬や過不足があり整理が

必要な状況にある。技術面においては、荒廃地回復に活用できる多くの技術がインドネシア国

内あるいは海外からの支援で開発されているものの、これらの情報が拡散し十分に有効活用さ

れていない10。また資金面では、不足する政府資金を補うためにも民間企業支援等の外部資金導

入を促進する必要がある。 

 本プロジェクトでは、保全地域における荒廃地回復のための能力向上を目指し、特にその中

核を担う国立公園に対象地域を絞り、協力範囲を明確にした。その上で、国立公園の荒廃地回

復を促進するために、制度面、技術面、資金面の 3 側面を一体的に捉える包括的アプローチを

取ること、また同時に、既存資源の有効活用と民間企業や NGO 等パートナー組織との連携強化

により、効率的かつ効果的な事業展開を目指すことで、PHKA を主とするインドネシア側関係機

関のマネジメント能力を強化することを基本戦略とする。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

林業省はその 5 ヵ年計画 2005-2009（The Ministerial/Institutional Strategic Plans 

                                                  
6 インドネシアの国土面積は、世界の陸地の約 1.3％。 
7 インドネシア林業省の統計による。 
8 上の脚注に同じ。 
9 国土面積の 12％（約 2,800 万 ha）に相当。 
10 ただし、技術面のニーズとして、インドネシアでは未だ開発されていない「Restoration Guideline」が本プロ

ジェクトの成果の一つとして期待されている。国立公園内の荒廃地回復の原則は生物多様性の回復であり、回復

の手法としては Rehabilitasi と Restorasi（英語では、Rehabilitation と Restoration）がある。Rehabilitasi
は人為を含めて原生状態に近い植生を再現することを意味するのに対し、Restorasi は人為を可能な限り排し原生

状態と同じ植生を再現する活動を意味する。しかし現状では、国立公園内の荒廃地の植生回復においても

Rehabilitasi が用いられており、Restorasi が用いられることは殆どない。PHKA が発行している既存の植生回復

技術指針においても、荒廃地に対しては全て Rehabilitasi が用いられている。 
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(RENSTRA-KL) of Forestry Department 2005-2009）において「森林資源の復旧と保全」を 5大

優先政策11の一つに定めている。これを達成するために「森林と土地の復旧」「国立公園管理」

「保護区周辺のバッファーゾーンの開発」などが必要とされている。 

また、林業省は 2002 年に国立公園のリハビリテーションガイドライン12を、またこれを元に

2007 年に保全地域における生息域のリハビリテーション技術指針13を準備している。しかしな

がら現実には、1）エコシステムの回復に関する技術、経験が未確立、2）資金メカニズムが脆

弱、3）自然資源利用を巡るステークホルダーとの利害対立、が依然として課題とされている。

以上のことから、本プロジェクトが取り組む保全地域における荒廃地回復のための関係者の

能力強化は、これらインドネシアにおける政策的優先度に合致している。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

 対インドネシア国別援助計画（2004 年 11 月）においては、対インドネシア援助における重点

分野・重点事項として、環境保全の観点から、我が国として適正な天然資源管理への支援を行

う旨明記されている。 

 また、「JICA 国別援助実施方針」（2009 年 4 月）においても、援助重点分野「環境」開発課題

「環境」の下に「自然環境保全協力プログラム」を設定し、持続可能な森林管理のための能力

強化の一環として、荒廃地の回復を支援することが明記されている。また、同じ開発課題下に

位置づけられる「気候変動対策支援協力プログラム」においても、森林保全のための支援を行

うこととしており、本プロジェクトの実施は我が国及び JICA の援助方針に合致している。 

（４） 他機関による関連事業 

 １）国際 NGO「コンサベーション・インターナショナル（CI）」は、西ジャワ州にある Gunung 

Gede Pangrango 国立公園において“緑の回廊”事業（Green Wall program）を実施し、隣接す

る Gunung Halimun-Salak 国立公園との間に生物多様性コリドー14を形成する取組みを行ってい

る。Green Wall program は、地域住民を主体にした植林、アグロフォレストリー、環境教育等

の複数のプロジェクト活動を組み合わせることで、この地域の生態系の回復と地域住民の生計

向上を目的としている。 

JICA が実施する本プロジェクトでは、同じく両国立公園をモデルサイトとして荒廃地回復事

業を実践する計画であり、Green Wall program を実施する CI-Indonesia と連携を図ることで、

より効果的な事業展開が期待できる。尚、Green Wall program はダイキン工業株式会社からの

資金支援も得ながら植林活動を実施している。本プロジェクトでは、民間企業等からの外部資

                                                  
11 2004 年 11 月に林業省が発表した 5つの優先政策は、①違法伐採と関連貿易への対処、②森林セクター、特に木

材産業の活性化、③森林資源の復旧と保全、④森林周辺の地域社会経済の強化、⑤持続可能な森林経営の推進と

強化。 
12 Rehabilitation Guide to National Park：省令 8205/Kpts-II/2002 
13 Technical Guide of Habitat Rehabilitation in Conservation Area：決定 86/IV-SET/HO/2007 
14 GEDEPAHALA Biodiversity Corridor のこと。GEDEPAHALA とは、1994 年に設立されたコンソーシアム（協会）の

名称で、複数の組織が参加、協力し、Gunung Gede Pangrango 国立公園と Gunung Halimun-Salak 国立公園の両国

立公園を対象に植林活動等を展開することで、この地域の貴重な野生動植物の生息地であり、また地域住民の水

源林でもある森林を持続的に保全することを主な目的としている。CI-Indonesia は、GEDEPAHALA の主要メンバー

であり、Green Wall program 等を通じて両国立公園を結ぶ Corridor の形成に貢献している。 
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金導入を促進することが課題の一つであり、その観点からも CI との連携は意義が大きい。 

 ２）住友林業株式会社は、CSR（Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任）活動

の一環として、東ジャワ州にある Bromo Tengger Semeru 国立公園の荒廃地約 1,000ha を対象と

する植林プロジェクトを 2008 年に開始している。同植林プロジェクトは、植林 CDM（Clean 

Development Mechanism）事業としての国連認定を目指しつつ、同時に、地域住民の雇用機会の

創出や、生物多様性保全にも配慮した植林を計画している。同国立公園は、これまでの度重な

る森林火災の発生で森林の荒廃が進み、地形が急峻なこともあり植林活動をするには条件が厳

しく、荒廃地の回復が大きな課題となっている。 

JICA が実施する本プロジェクトでは、同国立公園をモデルサイトとする計画であり、住友林

業の植林技術と JICA の森林火災対策及び生物多様性保全事業の成果を組み合わせることで、現

地のニーズに即した荒廃地回復事業の推進が期待できることから、住友林業の CSR 活動との連

携可能性を検討している。 

４．協力の枠組み 

 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【プロジェクト目標】 

 保全地域における荒廃地回復のための関係者15の能力が強化される。 

【指標】 

1.  制度面、技術面、資金面の各課題に対処した「Restoration Guideline」の草稿が準備される。

2.  関係者に荒廃地回復活動を実践するために必要となる能力16が備わる。 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

【上位目標】 

 保全地域における生態系保全のための荒廃地回復活動が促進される。 

【指標】 

1.  モデルサイト以外の国立公園（X ヶ所）において、プロジェクト成果を反映した荒廃地回復の

計画が策定される。 

2.  モデルサイト以外の国立公園（X ヶ所）において、プロジェクト成果を反映した荒廃地回復の

活動が開始される。 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

【アウトプット 1】 

 保全地域の荒廃地回復のための体制17が強化される。 

                                                  
15 脚注４に同じ。 
16 「能力」として具体的に何が想定され、どのように能力の向上を計測することができるかということについて

は、専門家チームが着任後に関係者と協議の上、プロジェクト開始後 6ヶ月程度を目途に定める見込み。ただし

「能力」とは保全地域の荒廃地回復に必要な「制度」「技術」「資金」を包括的に活用する能力を想定している。 
17 本プロジェクトによって強化したい「体制」（institutional framework）とは、法令等の「制度」、現場で活用

できる「技術」、外部資金導入も含めた「資金」、の３つの要素を包括的に捉えた概念であり、プロジェクト活動
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【活動】 

1.1 荒廃地回復に関する政府の法令、規程、指針を精査し、これら相互間の矛盾、重複等の問

題を特定する。 

1.2 JICA 支援により開発された技術も含め、荒廃地回復のために有用な既存技術を確認する。

1.3 荒廃地回復に関する既存の技術指針を精査する。 

1.4 GERHAN18、造林基金、民間投資、及び海外援助を含め、荒廃地回復事業に活用できる可能

性のある資金源を検討する。 

【指標】 

1.1 政府の各種法令、規程、指針の間の整合性を図るための提言が準備される。 

1.2 既存の技術指針を改善するための提言が準備される。 

1.3 荒廃地回復事業の資金源確保に向けた戦略策定のための提言が準備される。 

 

【アウトプット 2】 

モデルサイトにおいて荒廃地回復の計画が策定される。 

【活動】 

2.1 各モデルサイトにおいて、展示活動を計画、実施するための作業グループ（working group(s)）

を編成する。 

2.2 各モデルサイトにおいて、荒廃地回復事業を実施する区域を特定する。 

2.3 既存の荒廃地回復計画を再検討する。 

2.4 各モデルサイトにおいて、荒廃地回復計画の草稿を準備するためのワークショップを実施す

る。 

【指標】 

2.1 各モデルサイトにおいて荒廃地回復計画の策定手順（プロセス）が書類や映像等により記録

される。 

2.2 各モデルサイトの荒廃地回復計画が準備される。 

 

【アウトプット 3】 

モデルサイトにおいて荒廃地回復活動が実施される。 

【活動】 

3.1 作業グループメンバーに対して、荒廃地回復事業を実践するための研修を行う。 

3.2 各モデルサイトにおいて、荒廃地回復のための展示活動を実施する。 

3.3 展示活動のモニタリング、評価、及び再検討を行う。 

【指標】 

3.1 研修結果が記録される。 

3.2 回復面積の数値を含め、荒廃地回復活動の結果を取りまとめた最終報告書が林業省に提出さ

れる。 

                                                                                                                                                            
により改善されたこれら 3 要素が有機的に連携して運用されることで「体制」は強化される。 
18 インドネシア林業大臣令に基づき 2003 年から実施されている「森林・原野復旧国民運動」（GERHAN: Gerakan 

Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan）のこと。 
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3.3 各モデルサイトにおいて、回復事業の手本（型）が定まる。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 3.8 円） 

【専門家】 

1．長期専門家（2名）：チーフアドバイザー、荒廃地回復／業務調整 

2．短期専門家（複数）：森林生態学、リモートセンシング、植林、生物多様性／モニタリング等

【供与機材】 

車輌、モーターボート、パーソナルコンピューター等事務機器、他 

【研修員受け入れ】 

 日本及び第三国において、プロジェクト活動に準じた分野の研修を行う 

 

② インドネシア側 

【カウンターパート】 

 PHKA 地域保全局長（プロジェクト・ディレクター）、PHKA 自然保全地域及び狩猟公園課長（プ

ロジェクト・マレージャー）、その他 PHKA 職員、モデルサイトとなる国立公園の公園長及び他

の公園職員、 

【施設・資機材】 

 プロジェクト事務所、会議室、その他必要な施設・機材 

【プロジェクト活動費】 

 プロジェクト実施に必要な経費 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 上位目標達成のための外部条件 

（保全地域の荒廃地回復を促進するための）追加的な資金及び人的資源が確保される。

モデルサイト以外の国立公園において「Restoration Guideline」が活用される。 

② プロジェクト目標達成のための外部条件 

保全地域の荒廃地回復が引き続き林業省の重要政策として位置づけられる。 

③ アウトプット産出のための外部条件 

プロジェクトで実施する荒廃地回復の事業対象地において、土地利用に関する大きな

利害衝突がない。 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

 以下の理由により、本プロジェクトの協力内容は妥当性が高いと判断される。 

① インドネシアにおける荒廃地の現状 

インドネシアが有する森林 1億 2300 万 ha（世界第 3位の熱帯林）のうち、5900 万 ha が荒

廃地と推定されており、森林減少は 2000-2005 年にかけて年 108 万 ha のスピード（世界第 2

位）で進んでいる。国土の 12％を占める保護地区のうち 60％が国立公園であるが、これら自
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然環境保全の優先度が高い土地ですら様々な要因（違法伐採、耕地化、野焼き、森林火災、

地滑り、外来種の移入など）により荒廃地の問題が存在する。これらは生物多様性、水源涵

養、炭素固定といった多面的影響を含んでいることから喫緊の対応が課題とされており、自

然環境保全を象徴する国立公園を導入点として支援を行う必要性は高い。 

② インドネシアにおける政策的優先度 

林業省はその 5 ヵ年計画 2005-2009（”The Ministerial/Institutional Strategic Plans 

(RENSTRA-KL) of Forestry Department 2005-2009）において「森林資源の復旧と保全」を 5

大優先政策のひとつに定めている。これを達成するために「森林と土地の復旧」「国立公園管

理」「保護区周辺のバッファーゾーンの開発」などが必要とされている。 

また、林業省は 2002 年に国立公園のリハビリテーションガイドライン（Rehabilitation Guide 

to National Park：省令 8205/Kpts-II/2002）を、またこれを元に 2007 年に保全地域におけ

る生息域のリハビリテーション技術指針（Technical Guide of Habitat Rehabilitation in 

Conservation Area：決定 86/IV-SET/HO/2007）を準備している。しかしながら現実には、1）

エコシステムの回復に関する技術、経験が未確立、2）資金メカニズムの脆弱、3）自然資源

利用を巡るステークホルダーとの利害対立、が課題とされている。 

以上のことから、本プロジェクトが取り組む保全地域における荒廃地回復のための関係者

の能力強化は、これらインドネシアにおける政策的優先度に合致している。 

③ ターゲットの選定 

政策担当部門である PHKA 地域保全局をプロジェクトの統括部門とし、複数（4～6公園）の

国立公園をモデルサイトとして設定することで、政策と実践の相乗効果を狙っている。モデ

ルサイトの選定に当たっては、二度に渡る現地調査を通じて実施体制等の適性を確認した 4

公園に加え、新たに PHKA より要望のあった 2公園をプロジェクト開始後に調査し、その適性

を確認することとなった。これらのモデルサイトはそれぞれに異なるエコシステム、荒廃地

の状況、活動主体となる関係者、を有しており、様々なケースに挑戦する試みとしてインド

ネシア側の期待も高い。 

 

（２） 有効性 

 以下の理由により、有効性が見込める。 

 ① プロジェクト目標の内容 

本プロジェクトは、「保全地域における荒廃地回復のための関係者の能力が強化される」こと

を目標としている。「関係者」とは PHKA およびモデルサイトの関係者を総体的に表し、特に

各モデルサイトでは「関係者」をそれぞれの状況に沿って特定する必要がある。また、「能力」

とは保全地域の荒廃地回復に必要な「制度」「技術」「資金」を包括的に活用する能力を意味

している。以上の点についてインドネシア側と認識が共有され、賛同が得られている。 

② アウトプットの内容 

プロジェクト目標を達成するためのアウトプットとして、「荒廃地回復のための体制強化」

「モデルサイトにおける計画策定」「モデルサイトにおける活動実施」を行うことで、政策面

への支援とモデルサイトでの実践への支援を複合的に行う協力の枠組みとなっており、これ
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らの取り組みから得られた知見、教訓は、具体的成果品として「Restoration Guideline」に

反映され同国の荒廃地回復に活用されることとなる。上記協力の枠組みは、インドネシアの

国立公園行政でしばしば問題視される政策と現場の乖離、コミュニケーション不足を改善す

るために必須のアプローチであり、プロジェクト終了後の自立発展性を考える際にも重要な

要素である。 

 

（３） 効率性 

 以下の理由により、効率的な実施が見込める。 

 ① アウトプット、活動、投入量の関係 

インドネシアに既存の知識や技術（JICA 支援を含む）の活用が見込まれることから、新た

な知識や技術の開発はそれほど多く想定されていない。その上で、知識や技術の不足は短期

専門家の投入による機動的な対応を予定している。このことから、アウトプット達成に必要

な活動、投入量を考えた際に効率的なプロジェクト計画と言える。 

 

② 荒廃地回復のメカニズム作りへの支援 

本プロジェクトの基本戦略は、荒廃地回復の計画・実践に必要なメカニズム作りを支援す

ることである。従って、モデルサイトで試験的事業（e.g. 植林、天然更新の促進）を支援す

るものの、その面的な展開自体が目的ではなく、そこで得られる計画・実践に係るノウハウ

の蓄積が将来的に他の箇所へ応用されることが期待される点について、インドネシア側とも

認識を共有している。このようにプロジェクトの基本戦略に伴う投入の方針があらかじめ明

確にされていることで、将来的な発展を見据えたプロジェクト活動が可能となる。 

 

③ 日本の協力の優位性 

我が国のインドネシア自然環境保全分野への協力については、過去に森林保全・再生に関

する技術協力プロジェクト（e.g. 郷土樹種利用、マングローブ保全、森林火災、国立公園管

理）を通じた経験の蓄積がある。継続的に実施中のマングローブ保全や森林火災に加え、新

たに実施中の衛星情報を活用した森林資源把握や、準備中の国立公園の協働管理に関する人

材育成なども有益なノウハウを提供できる。これらの過去および現在の協力との効果的な連

携が可能であることから、我が国の協力としての優位性は高いものと思われる。 

 

（４） インパクト 

 本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。 

 ① 国立公園を対象とすることの効果 

荒廃地の回復は、林業省の５大戦略の一つとして掲げられている「森林資源の復旧と保全」

を実施する上で必要不可欠である。また、本プロジェクトにおいて対象とする国立公園は、

広く国民や海外からの観光客の目に触れやすい地域であり、保全地域のシンボル的存在であ

ると言える。従って、国立公園において荒廃地回復を行うことは、インドネシア政府の森林

保全に対する取組及び我が国の技術協力の成果が広く宣伝されるとともに、荒廃地回復の重
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要性が認識され国民からの荒廃地回復活動に対する理解や支持が得られることが期待でき

る。 

② 他の JICA プロジェクトへの波及効果 

本プロジェクトは、JICA の既存の技術協力プロジェクトの成果（技術・人材等）を活用す

ることに特色がある。他のプロジェクトで訓練を受けたカウンターパートを本プロジェクト

の研修講師として役立てることで、カウンターパート組織内部での知識・技術が洗練され蓄

積されるとともに、これを通じて既存の技術協力プロジェクトがより効果的・効率的に実施

されることが期待できる。 

③ 他の国立公園への波及効果 

モデルサイトとなる国立公園の選定に際しては、異なるタイプの生態系・荒廃状況を選定

基準としているため、荒廃地回復のモデルが確立され、関係者の実施能力が強化されるとと

もに、プロジェクトを通じて草稿される「Restoration Guideline」が活用されることにより、

類似の生態系・荒廃地を持つモデルサイト以外の国立公園においても本プロジェクトの成果

が広く適用され、荒廃地回復が進展することが期待できる。 

 

（５） 自立発展性 

 以下の理由により、本プロジェクトの効果はインドネシア政府によりプロジェクト終了後も

継続されるものと見込まれる。 

 ① 政策・制度面 

本プロジェクトのアウトプットの一つとして、林業省に対して荒廃地回復に係る関連法

令・指針等を整理するための助言を行うことが挙げられているが、これにより、林業省にお

いて荒廃地回復に向けた関連制度が整序され、効率的・効果的に荒廃地回復事業を自立的に

進展させるための基盤ができることが期待される。 

② 技術面 

本プロジェクトにおいては生物多様性等を考慮した保全地域における荒廃地回復のための

指針案が示されることとなるが、林業省が同指針の必要性を強く認識していることが事前の

調査で明らかとなっており、プロジェクト終了後はこの指針が林業省により成案として整備

され、広く国立公園を含む保全地域における荒廃地回復に活用されることが期待される。 

③ 資金面 

資金面においては、民間企業や NGO など外部機関からの資金の導入手法についての検討過

程を記録することになっている。この過程で得られた外部資金獲得のノウハウを林業省が習

得することによって、プロジェクト終了後も外部資金を自ら獲得し荒廃地回復の活動に活用

することが期待される。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 本プロジェクトは、インドネシアの国立公園を対象地とし、主に林業省森林・自然保護総局

及びモデルサイトとなる国立公園職員の能力向上に焦点を当てた案件であり、直接的に貧困、

ジェンダー及び環境等に負の影響を与えることはない。ただし、各モデルサイトでの荒廃地形



 x

成の原因には、地域住民による国立公園内の自然資源利用も含まれることから、本プロジェク

トの実施により地域住民の生計手段に間接的な影響を与える可能性はある。従って、各モデル

サイトで実施される予定の作業グループの編成及び各種ワークショップの開催を通じて、地域

住民の貧困やジェンダーへの配慮を行う必要がある。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 特になし。 

 

８．今後の評価計画 

（１）中間レビュー：2012 年 4 月頃 

（２）終了時評価：2014 年 8 月頃（終了 6ヶ月前） 

（３）事後評価：協力終了後 3～5年度を目処に実施 
 


